
（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

五
六
上

二
一
第
九
百
九
十
七
号
第
九
百
九
十
六
号

（
原
稿
誤
り
）

五
八
上
改
正
後
欄五
繊
維
版

繊
維
板

（
原
稿
誤
り
）

一
一
三

六令
和
７
年
１
月
５

日
令
和
８
年
１
月
５

日

正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

令和年月日 金曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
を
基
準
日
と
定

め
、同
日
十
七
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
五
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ

り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

大
阪
市
住
之
江
区
南
港
中
一
丁
目
一
番
六
七
号

ア
チ
ハ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
知
波
孝
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
八
番
五
号

株
式
会
社
壺
中
居

代
表
取
締
役

松
浪

幸
夫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
四
三
九
九
番

地
一

株
式
会
社
新
津
組

代
表
取
締
役

新
津

悟

株
式
移
転
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
コ
ダ
マ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下

さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

島
根
県
松
江
市
西
嫁
島
二
丁
目
八
番
二
三
号

株
式
会
社
コ
ダ
マ
サ
イ
エ
ン
ス

代
表
取
締
役

別
祖

一
樹

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
野
澤
裕

一
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
四
番
二
七
の
三
〇
二
号

Ja
m
es
Jo
h
n
sto
n
&
C
o
.o
f
E
lg
in
L
im
ited

日
本
に
お
け
る
代
表
者

野
澤

裕
一

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
ジ
ョ

ン
・
ス
ン
ヒ
ョ
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
七
番
一
号

Ｈ
Ｄ

Ｈ
Ｙ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｉ

Ｘ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｌ

Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
株
式
会
社

日
本
に
お
け
る
代
表
者

ジ
ョ
ン
・
ス
ン
ヒ
ョ

投
資
主
総
会
基
準
日
設
定
公
告

令
和
八
年
一
月
二
十
日
に
開
催
す
る
投
資
主
総
会
に
お

い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
主
を
確
定
す

る
た
め
、令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
投
資

主
を
も
っ
て
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投

資
主
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
一
六
番
一
号

Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
リ
ー
ト
投
資
法
人

執
行
役
員

萬
野

雅
史

投
資
主
総
会
基
準
日
設
定
公
告

令
和
八
年
一
月
二
十
日
に
開
催
す
る
投
資
主
総
会
に
お

い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
主
を
確
定
す

る
た
め
、令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
投
資

主
を
も
っ
て
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投

資
主
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
一
六
番
一
号

Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
リ
ー
ト
投
資
法
人

執
行
役
員

神
出
創
太
郎

債
権
申
出
の
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
日
付
で
破
産
手
続

終
結
決
定
に
よ
り
解
散
し
ま
し
た
が
、
残
余
財
産
の
清
算

の
た
め
、
令
和
七
年
五
月
九
日
に
千
葉
地
方
裁
判
所
一
宮

支
部
（
令
和
七
年
（
ヒ
）
第
二
号
）
に
よ
り
、
当
職
が
清

算
人
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
二
月
一
日
（
号
外
第
二
六
三
号
）
掲
載
の

解
散
公
告
中
、
会
社
名
「
木
曾
建
設
産
業
有
限
会
社
」
と

あ
る
は
、「
木
曾
建
設
産
業
株
式
会
社
」
の
誤
り
に
つ
き
訂

正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
大
字
荻
原
一
〇
三
九
番
地

一

木
曾
建
設
産
業
株
式
会
社

清
算
人

栩
秋

浩
二

債
権
申
出
先

長
野
県
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
五
三

九
二

木
曽
ひ
ま
わ
り
基
金
法
律
事
務
所

右
清
算
人
代
理
人
弁
護
士

門
田

雅
也

令
和
七
年
十
二
月
五
日

千
葉
県
茂
原
市
高
師
町
三
丁
目
一
二
番
地
の
六

篠
﨑
不
動
産
株
式
会
社

代
表
清
算
人

神
定

大

連
絡
先

千
葉
県
茂
原
市
道
表
六
番
地
八
オ
フ
ィ

ス
Ｋ
二
階
茂
原
総
合
法
律
事
務
所

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
（
号
外
第
二
百
五
十
四
号
）

公
布
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
（
港
則
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

三
六
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
信
号
の
意
味
欄
中
六
行
目
か
ら

八
行
目
ま
で
を
削
除
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
（
号
外
第
二
百
四
十
二
号
）

国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
七
号
（
敷
地
内
に
お
け
る

通
路
の
避
難
上
及
び
消
火
上
有
効
な
基
準
を
定
め
る
件
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
（
号
外
第
二
百
四
十
二
号
）

国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
八
号
（
平
成
六
年
建
設
省

告
示
第
千
八
百
八
十
二
号
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日
掲
載
の
和
歌
山
家
庭
裁
判
所

に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
一
〇
二
二
五
号
失
踪
に
関
す

る
届
出
の
催
告
中
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